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千葉県鎌ケ谷市生まれ
千葉県立船橋高校卒業
東洋大学経営学部卒業、同年みずほリース㈱
入社。営業と財務を経験
㈱あしたのチーム創業、全国 47 都道府県に
営業拠点設立。さらにアジア 4 拠点に現地法
人設立。中小企業 4,000 社に対して人事評
価制度の構築・運用実績を持つ
父の他界により習志野市にある㈱常翔印刷を
事業承継
㈱給与アップ研究所創業、代表取締役に就任
㈱SNSコーチ　代表取締役会長兼社長に就任
衆院選比例区南関東ブロックに党公認で出馬
（一社）ワークDX推進機構　代表理事就任
党千葉県第十四選挙区支部長就任

高橋きょうすけさんプロフィール

高橋恭介事務所

暮らし方改革で
日本再始動。
暮らし方改革で
日本再始動。

〒274-0063
千葉県船橋市習志野台2-49-15波切ビル2F
TEL 047-404-7997　FAX  047-404-7998
〒275-0012
千葉県習志野市本大久保2-6-18 ㈱常翔印刷内
TEL 047-455-5166　FAX  047-455-5163

習志野
事務所

船　橋
事務所

選挙区割りが
改定されました！ 大穴北 1～ 8 丁目、大穴町、大穴南 1～ 5

丁目、大神保町、金堀町、楠が山町、車方町、
高野台 1～ 5 丁目、小野田町、小室町、古
和釜町、咲が丘1～4丁目、芝山1～7丁目、
新高根 1～ 6 丁目、神保町、鈴身町、高根
台 1～ 7 丁目、滝台 1～ 2 丁目、滝台町、
田喜野井 1～ 7 丁目、坪井町、坪井西 1～
2 丁目、坪井東 1～ 6 丁目、豊富町、中野
木 1～ 2丁目、七林町、習志野 1～ 5丁目、
習志野台 1～ 8 丁目、習志野台 4 丁目（住
居表示外）、西習志野 1～ 4 丁目、二宮 1
～ 2 丁目、飯山満町 2～ 3 丁目、二和西 1
～ 6丁目、二和東 1～ 6丁目、前原西 1～
8 丁目、前原東 1～ 6 丁目、松が丘 1～ 5
丁目、三咲 1～ 9 丁目、三咲町、南三咲 1
～ 4丁目、みやぎ台 1～ 4丁目、三山 1～
9丁目、八木が谷 1～ 5丁目、八木が谷町、
薬円台 1～ 6丁目、薬園台町 1丁目

船橋市

習志野市全域

船橋市
14区

4区

習志野市

Twitter FacebookHP Instagram

高橋きょうすけ 特集号

た か は し きょうすけ

　自由民主党は去る3月14日、党千葉県第十四選挙区支
部長に高橋きょうすけさんを選任しました。
　本号外では、「暮らし方改革」の実現を目指して活動する
高橋きょうすけさんを特集します。

令和５年（2023年）7月6日（木曜日）

千葉14区
（船橋市東部・習志野市）
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業へは更なるデジタル化を推し進めつつ、日本的なジョブ型雇用を浸透させる
ことで業績の底上げを図り、新たな高水準所得の雇用を創出していきます。

また全世代に対してリスキリング（学び直し）による能力向上支援を広げ、
誰もが輝ける機会の平等を実現します。

雇用と所得、共に向上する社会の実現雇用と所得、共に向上する社会の実現

レワークが進める働き方改革は、新たに専門性を重視する雇用に移行し、
アフターコロナにおいても時間と場所にとらわれない「成果重視」で

働ける環境になります。
介護や育児がキャリア断絶を作らない「ワークライフバランス」を実現します。

介護や育児をしながら働ける社会の実現介護や育児をしながら働ける社会の実現

3333 康寿命が伸びていく中、年齢に応じた雇用システムは急激な変化を遂
げています。更にコロナ禍で加速した多様な働き方が、専門性を有す

るシニアの知見や経験を求める社会に変革しています。これまで培ってきた
知識や経験を社会に還元していける、活力あるシニアライフを実現します。

定年の無い社会の実現定年の無い社会の実現

高橋きょうすけさんの基本政策高橋きょうすけさんの基本政策

高橋きょうすけさんの「暮らし方改革」高橋きょうすけさんの「暮らし方改革」

高橋きょうすけさんと共に活動します！高橋きょうすけさんと共に活動します！

構造的賃上げ
●持続可能な経済社会システムを
構築するため、仕事内容などを
選べない「メンバーシップ型雇
用」ではなく、やりたい仕事を
選択できる「ジョブ型雇用」を
浸透させます。

●ジョブ型雇用の浸透により、人
への投資を促進させ、成長と分
配の好循環のさらなる深化を目
指します。

●出産子育てへの支援を次世代へ
の投資と捉え、出産・育児休暇
中の収入減少分が補填される法
整備を積極的に働きかけます。

●女性の就業率が 80％に達しつ
つある昨今、あらゆる企業の結
婚・出産・子育てを支援は不可
欠であり、そういった企業を国
がサポートする仕組みづくりに
取り組みます。

●現行憲法には国家最大の使命で
ある国民を守るための規定があ
りません。国民の生命・財産を
守るために必要不可欠な、自衛
隊を憲法に明確に位置付けます。

●国内においては甚大な被害をも
たらす自然災害や大規模地震が
発生した時などの緊急事態対応
を強化するため、時代の変化に
合わせた憲法の改正が必要であ
ると考えます。

少子化対策 憲法改正

衆議院議員
小林 鷹之さん

　習志野市本大久保の印
刷会社がご実家ということ
で、地域の実情にも明るく、
真摯に課題解決に取り組む
姿勢に感銘を受けました。
「働き方改革」という課題
において、15 年も前から
経営者として手がけられて
きた実績は、まさにイノベー
ションと言えるでしょう。
　全ての人が輝く社会の実現に向けて、高橋きょ
うすけさんと共に尽力したいと思います。

　高橋きょうすけさんは「謙
虚に学び、丁寧に聞く」人
です。
　今、船橋に何が必要なの
かを真剣に考えて地域を歩
いておられます。
　国民の生命、財産、暮ら
しを守るためにどのような
備えが必要なのかの防災の
観点はもとより、地域の安全性の観点から恒常
的に掲げている道路整備の推進にも間違いなく
取り組んでくれるでしょう。

　高橋きょうすけさんの、
社員ゼロから数百名の規模
にまで企業を成長させた実
績は、危機も含めたあらゆ
る事態を乗り越えられる突
破力の賜物だと確信してい
ます。
　高橋きょうすけさんが
持っている先見の明、そし
てスピード感を政治の世界でも存分に生かしてい
ただき、この新しい船橋・習志野を共に支えて
いきたいと思います。

前衆議院議員
木村 てつやさん

衆議院議員
松本　尚さん
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令和５年（2023年）7月6日（木曜日）


